
 

令和８年度健康保険料率、介護保険料率、子ども･子育て支援金率について 

 

令和８年度の健康保険料率・介護保険料率については、下記のとおりとなります。 

また、令和８年度より子どもや子育て世帯を社会全体で支える連携の仕組みとして「子ども・

子育て支援金制度」が始まり、令和８年４月分保険料（５月納付分）より一般保険料・介護保険

料と合わせて子ども･子育て支援金が徴収されます。 

【保険料率】 

健康保険料率･･･1,000 分の 96（変更なし） 

介護保険料率･･･1,000 分の 16（変更なし） 

子ども・子育て支援金率･･･1,000 分の 2.3（令和８年度から開始） 

【適 用】 

事業主・被保険者･･･令和 8年 3 月分保険料（令和 8年 4 月 30 日納付期限）から 

※子ども･子育て支援金は令和 8 年 4月分保険料（ 5 月納付分（ 6 月 1 日納付期限）） 
からとなります。 

任意継続被保険者･･･令和 8年 4 月分保険料（令和 8年 4 月 10 日納付期限）から 

令和８年度の保険料率表（負担内訳） 

 一般保険料率 
調整保険料率 健康保険料率 介護保険料率 

子ども･子育て 
支援金率 基本保険料率 特定保険料率 

事 業 主 
 27.10  

 

 21.25   

 

0.65  

 

 49.00   8.00   1.15  

 1,000  1,000  1,000  1,000   1,000  1,000  

被保険者 
 26.10 

 
 20.25   

 

0.65  

 

 47.00   8.00   

 

1.15  

  1,000  1,000  1,000  1,000   1,000  1,000 

計 
 53.20 

 
 41.50   

 

1.30  

 

 96.00   16.00   2.3  

 1,000  1,000  1,000  1,000   1,000  1,000  

※特定保険料率は、前期高齢者納付金、後期高齢者支援金、退職者給付拠出金等の額が毎年変動するため、それに 

必要な料率を毎年度見直すことになっております。令和８年度の特定保険料率は 1,000 分の 41.50 となります。 

健
康
保
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一般保険料 

基本保険料 加入者に対する医療給付や保健事業などにあてる保険料 

特定保険料 

前期高齢者医療給付のための「納付金」、後期高齢者医療

制度への「支援金」、退職者医療制度への「拠出金」など

にあてる保険料 

調 整 保 険 料 

全国の健康保険組合が共同で行う高額医療費の共同負担事

業と財政窮迫組合の交付事業の財源にあてるため、各組合が

拠出する保険料 

介 護 保 険 料 
健康保険に加入している４０歳～６４歳の介護保険第２号

被保険者分の保険料 

子ども・子育て支援金 健康保険に加入している被保険者分の保険料 


